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厩肥に対する必要度の多少の低下や発註側の労働力

不足などから,厩 肥運搬は受護側が負担 し,既肥置場

が必要 となる。

発註側は機械所有など運搬手段で受護側に著 しく劣

るのが一般 でもあろ う。

ま 交換型 (対等型 )

相互の要望が うまく噛み合った典型的な補完結合型

で,対等の,望 ま しい互恵関係で調和が保たれる:

受護側は中規模層で,蓄舎の構造や労働力のゆとり

などか ら積極的に敷 ワラを要望す る。他方収容側は商

品作拡大のため養畜排除に伴い厩肥を要望する。

ここでの特徴は,要望する物 を要望する側が運搬 し,

受託側には長期堆積のための施設 と広さが必要となり,

雑草種子混入対策などが問題 となる。また,永続 のた

めの客観的規準として交換比が設定されるべきであり,

厩肥化係数や費用価などの確認が望ま しい。

4 交換依頼型 (フ ラ不足型 )

主 として中規模層の受註側の要望に基づ く結合で,

これ以上の拡大では労力不足によ り敷 ワラ方式か ら糞

尿処理方式へ移行する可能性が強 く,不安定である。

この段階では大量の フラ(1頭 当 り40a分位 )が必要

で,労働 とくに運搬 (ワ ラ・厩肥 とも負担 )が ,糞尿

処理施設の投資・維持負担 より軽い と考え られる間は

継続する。

発註側は兼業の進行に伴い強度な結合を示す場合が多

いが,受護側の負担増大 を考慮 しないと永続しがたい。

ユ 処分依頼型 (過剰放棄型 )

この型は運搬負担に関 し2亜型に分けられるが,畜

産公害の進行のため受註側は厩肥の価値を放棄 し,ワ

ラなど代償 を請求 しない特徴がある。(1)型 では何時で

も欲 しいだけ無条件に持 ち去ることを依頼 し,(21型 で

は持ってゆくから受け取ってくれ との依頼 となる。

粗 大 有 機 物 の 経 営 間 循 環
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1 交換の型 と距離条件

第 1報 について距離条件を補足 し,第 2報の導入部

としたい。

前述のよ うに,粗大有機物は重量 と容量が大である

物理的特性か ら,運搬が物流上の制約因子にな りがち

である。従 って,同 一地域内の営農方式 を異にす る経

営間 (同 一部落内などの )補 完的結合が有利 となる。

図は省略するが,一般的な距離は l Km以 内で,lha

位の耕地面積の農家が発註側として多い。屁肥供給農

家 を核 とし,周 辺農家 とくに部落内無畜農家群が衛星

的に結合 していることが推定 される。

これに反 し,処分依頼型の結合では 2綸 位の距離が

多いことが注 目される。処分依頼型い)で は規模の大 き

な無書農家が,12)で は大規模畜産農家側が,そ れぞれ

整備 された運搬手段により部海外 とも結合する。(1)で

は発註側は ワラな ど代償 を支払わな くても済むメリッ

トを高 く評価 して成立するし,受註側は公害回避を第

1と する。

ともあれ,運搬条件さえ整えば 2価 は容易である。

のみな らず, 5～ 15K■lの トラック運搬も 3例 ほどあ

る。広域物流組織化の促進を意図する場合極 めて注 目

すべき事例である。

2 『 ムラぐるみ交換 」の実態

第 1表は厩肥・ 鶏糞 についての軽米町車門部落の例

であり,第 2表は交換条件である。 5戸 の酪農・ 1戸

のプロイラー農家か ら, 15戸 の無畜農家へ大量に放

出され｀ いる。

第 1表 車門部落における厩肥鶏糞 の流動

年  次

実施戸数(戸 )
実施
(組 )

(C)

動 い

た量

(t)

備考

(C/b)
放出

`a)

収容
(b)

昭 46 5 825

昭 48 6 17 不 明 115

比率(%) 136 113
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第 2表 車門部落における有機物の交換構造
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その反対給 付はワラ類が主であるが,労働力の場合

もある。発註側は,メ コ作基幹農家 と二兼農家で 13

戸は近年完全に無畜化 している。

ここでの交換は受託型で,堆肥盤の設置 。フロン ト

ローグーの導入・農道や架橋つ整備が進み,辺地集居

でもあって経営間循環の条件が改善 されてきている。

3 専作規模拡大と交換

車門部落における営農方式 を具にする農家間の補完

結合の要素は,単 に粗大有機物の交換のみでな く,土

地・ 労働についても分担関係がある。

つま り,個 々は専作化規模拡大によるメリットを追

求 したがら,こ のことから派生する必然的 とも思われ

る問題 を,部落全体 として複合経営に近い潤和 を図る

ことで解決 している。

有機物交換については,酪農側 としては薔産公害 を

解消 しつつ飼料・ 敷料が潤沢になるし,発注側は家畜

飼養の負担 (労 働・ 土地・ 資本 )を 排除 しつつ地力が

維持できることになる。 タバヨ l haに 対する厩肥自

給では大家畜 2頭が必要 で,肉 牛としても労働 220時

間・飼料畑 るOaと 畜舎などの投資 を余儀な くされて,

タバ コの専作化規模拡大 に ブレーキがかかるのであ

る。

第 3表 のとお り5戸の酪農家群は 2年間で 37頭 か

ら65頭 (1戸 当り24か ら 15頭 )へ急増 し,タ バ ヨ

農家 5戸 の無畜化への進行,一種兼業農家 6戸の専業

化が日立 っている。 ′パ コの戸当 り作付面積について

も, 46年 4,3aか ら48年 91l aへ とほぼ倍増 を示

している。
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第 3表 兼業農家数 有畜農家数・大家畜単位の推移

項よ` Lヽ〆 次
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1に 4

1555

4 成立条件と適用・むすび

1 この部落における農家間の補完結合の原型は「 ユ

イ」 と思われる。「 ムラ」の伝統的な相互扶助精神が

底流にあることを見逃すことができない。

過去辺地であった小集落の集居で,地縁・血縁が濃

く,婦人会を中心 としたコミ_ニ ティ活動も活発でま

とまりが良い。

「 ムラ」が持つ機能 として人間 (環境 )保全・ 作物

(地力 )保全があ り,そ のような働 きがなされている

とも見られよう。

2 タバ コと酪農 と,営農の分化が交換成立の条件

になっている。両者の志向の差は選好 というょりも,

草地化が可能な山林所有条件に基因 している。

しか しなが ら,過 去には乳牛 とタパコの複合経営の

農家が多く,営 農の分化・専作化規模拡大の促進に果

した補完結合 (経営分担 )の 貢献はズきい。営農の分

化は成立条件であるとともに,交換の成果でもある。

3 専門分野型 と専門分野調整型を兼ねたアィディ

アマンの リーダーと,優れたフォロヮー層の存在も重

要な意味を持っている。

4 この部落は実に多 くの国や県の事業を取 り込ん

で,農業の近代化を図 りつつ時代対応のセンスを養っ

てきている。有機物循環のための基盤や労働装備・ 施

設なども整い,考えかたも合理的である。

以上のように,「 ムラぐるみ交換 」成立には条件が

あ り, とくに土地・労働力などの交換利用 を含めたい

わゆる「 経営分担」方式の一部 として有機物循環がな

されていることに注 目すべきである。

従 って他への適用は問題がないわけではないが,ム
ラぐるみ交換 とは云 ってず個別相対方式か ら始 ま り,

現在でもおのおののル
「

/卜 は個別相対である。そのこ
とが良いことと認められ,広 く普及 し,基礎集団によ

って促進のための事業導入がなされた。准肥盤の設置

や フロン トローダーあ導入によって,個″1相対方式か

らムラぐるみ方式へ昇華 した とも云え滑 であろう。

第 1報 において個別相対方式はすでに県下に広 く実

施されていることを述べた。すでに実施 している個別

相対方式での問題点は基礎集団もしくはその生産的下

位集団に持ち込まれるべきであ り,そ こからのパ ッタ

アップを期待すべきである。そ して, ムラぐるみ方式

への昇華が可能 となるであろう。

また,粗大有機物の経営間循環は,経営分担方式展

開の引き金とな り得るものである。岩手県北地方には

まだユイが残 ってお り, ムラ共同体的相互扶助精神は

崩壊 されつ くしたわけではない。ユニークな畑作生産

組織の新展開 を望みたい。


